
59-2　航空事故調査報告書

正誤表

頁・行　誤　正

413008上から6行目　16時00分（事故後観測）　16時08分（事故後観測）

3.55012上から10行目　機長は、副操縦士 …………　機長、副操縦士…………

355017下から4行目　機長と管制官うの間の　機長と管制官との間の

416002上から7行目　（空委第11号）　（空委第15号）

430002上から7行目　（空委第12号）　（空委第16号）

441002上から7行目　（空委第13号）　（空委第17号）

441006上から3行目　座る位置を移転させ…………　座る位置を移動させ……

442002上から9行目　（空委第14号）　（空委第18号）

442004上から5行目　損壊に関すれ情報　損壊に関する情報

442006上から6行目　航空法上必要な認可を……　航空法上必要な許可を…

446002上から7行目　（空委第15号）　（空委第19号）



航空事故調査報告書

レバノン共和国トランスメディタレニアン航空会社所属

ボーイング式７０７－３３１Ⅽ型ОⅮ－ＡＧＴ

新東京国際空港

昭和５６年（１９８１年）１０月２３日

昭和５９年２月１６日

航空事故調査委員会議決（空委第９号）

委員長　八田桂三 

委員　榎本善臣

委員　糸永吉運

委員　小一原正

委員　幸尾治朗

１　航空事故調査の経過

１．１　航空事故の概要

トランスメディタレニアン航空会社所厲ボーイング式７０７－３３１Ｃ型ＯＤ－ＡＧＴは、 

昭和５６年（１９８１年）１０月２２日２２時３０分ごろ、定期３３２便（貨物便）として 

新東京国際空港を出発し、バンコク国際空港へ向ったが、上昇中高度約３０，０００フィート 

で第３エンジンの故障のため新東京国際空港へ引返し、着陸して滑走中、２３日０時１９分 

ごろ、滑走路を左へ逸脱して誘導路上にのりあげかく座し、停止した。同機には乗組員３名 

が搭乗していたが、死傷者はなかった。

同機は、中破したが、火災は発生しなかった。

１．２　航空事故調査の概要

１．２．１　事故の通知及び調査組織

航空事故調査委員会は、昭和５６年１０月２３日０３時ごろ、運輸大臣から事故発生 

の通報を受け、直ちに当該事故の調査を担当する主管調査官及び２名の調査官を指名し 

た。



なお、当該機の登録国であるレバノン共和国政府及び製造国であるアメリカ合衆国政

府に事故発生の通知をしたが、その代表等の任命はなかった。

(注）昭和５７年４月１日付人事異動により主管調査官の指名変更があった。

１．２．２　調査の実施時期

昭和５６年１０月２３日～２４日　現場調査

昭和５６年１０月２７日～１２月２１日　技術調査

昭和５６年１１月１６日～昭和５７年５月１３日　飛行記録装置の解析

昭和５７年１月２９日　着陸滑走距離及び滑走時の操縦法についてボーイング社へ

の質問文書の送付

昭和５７年４月１５日　ボーイング社よりの回答文書を受領

昭和５７年１１月２５日～２６日　操縦室用音声記録装置のエンジン音の解析

昭和５８年４月１日　トランスメディタレニアン社より第３エンジンの分解調査

結果の記録書類を受領

昭和５８年７月６日　トランスメディタレニアン社（成田）にて同社の別の機長

の参加を求めて操縦室用音声記録装置の聞き取り作業を実 

施

１．２．３　原因関係者からの意見聴取

原因関係者として、機長から、昭和５９年２月９日意見聴取を行った。

2　認定した事実

２．１　飛行の経過

ＯＤ‐ＡＧＴは整備受託している別の会社の整備員により、飛行前の整備点検を受けトラ 

ンスメディタレニアン社の整備員によりその確認が行われた。飛行計画は、１６時２６分に 

新東京空港事務所に提出された。これによれば、同機はトランスメディタレニアン定期３３２ 

便（貨物便）として、機長以下3名が搭乗し昭和５６年１０月２２日、新東京国際空港（以 

下「成田」という。）を国際標準時１２時００分（日本標準時２１時００分）に離陸し、巡航 

速度４７５ノット、巡航高度３５，０００フィートで計器飛行方式により飛行し、バンコク国 

際空港に国際標準時１８時１１分に着陸の予定であった。

以下機長の口述、東京管制区管制所（以下「ＡＣＣ」という。）の記録並びに新東京進入管



制所（以下「ＡＰＣ」という。）及び新東京飛行場管制所（以下「成田タワー」という。）との 

管制交信記録によれば飛行経過は次のとおりである。

同機は、貨物積込み等のため予定時刻より遅れ２２時３０分（以下日本標準時で示す。）ご 

ろ成田を離陸した。機長、副操縦士及び航空機関士はそれぞれ左操縦士席、右操縦士席及び 

航空機関士席に着席し、操縦は機長により行われ、管制交信は副操縦士により行われた。

ＪＰＴ（ＪＵＰＩＴＥＲ）及びＭＪＥ（三宅島）を経由して航空路Ａ１を飛行し、２３時 

０５分ＳＡＫＩＴ付近を通過した。このころ、第３エンジンの潤滑油圧力、同温度及び同油 

量のそれぞれの計器が異常な指示となり、ローオイルプレッシャー警報灯が点灯した。機長 

は、同エンジンの推力を減じてみたが同警報灯は点灯のままで、潤滑油圧力は更に下り、潤 

滑油温度は上昇を続けたので、機長は同エンジンを停止した。２３時０８分、同機は高度 

３０，６００フィートに達した。

２３時０９分、同機はＡＣＣに対しエンジン故障のため高度１９，０００フィートへの降下 

の許可及び成田の最新の気象情報の提供を要請し、ＡＣＣより高度１９，０００フィートへの 

降下及び同高度の維持並びに三宅島経由ＪＵＰＩＴＥＲまでの飛行の承認を得、１９，０００ 

フィートへの降下及び引き返しのため針路変更を開始した。

２３時１１分、同機はＡＣＣより成田の気象情報（２２時の成田の気象、風向１００度、 

風速２５ノット最大３６ノット、視程２，５００メートル、ヘビーシャワー、雲量７／８、雲 

高５００フィート、気温２２度Ｃ、ＱＮＨ２９．２３）を得た。２３時１２分同機は引き返し 

のための針路変更を終え、ＡＣＣに対し燃料投棄の許可を要請し、この許可を得た。２３時 

１４分、ＡＣＣよりエマージェンシーを宣言するかとの問い合わせがあって同機はエマージ 

エンシーを宣言した。

２３時１５分、同機はＡＣＣに成田の気象情報を要請してＡＣＣより同１７分にこの情報 

（風向１３０度、風速２５ノット最大４０ノット最小１４ノット）を得たのち、同２６分に 

ＡＣＣとの間に、別添管制交信記録のとおりの交信が行われ、同２８分に同２２分観測の気 

象情報を得た。この間、同機は１９分に高度１９，０００フィートに降下し、２９分には三宅 

島上空付近を通過した。

２３時３２分、機長は成田の気象情報（風向０９０～１５０度、風速２０ノット最大３２ 

ノット最小０９ノット）を得て前回の気象情報より変化したこの風向、風速では成田への着 

陸は不可能と判断して大阪国際空港（以下「大阪」という。）への着陸をＡＣＣに要請しＩＳ 

Ｅ経由ＹＡＭＡＴОまでの飛行承認を得た。

２３時３３分、同機は大阪への針路変更を開始しＡＣＣに対し燃料投棄完了と通報した。



燃料投棄量は約５３，０００ポンドで、３４分同機は大阪への針路変更を完了した。

２３時４０分、同機はＡＣＣより大阪は工事中のため名古屋空港又は東京国際空港（以下 

「羽田」という。）を考慮中との情報を得た。

同機は、２３時４１分に羽田の風向、風速の情報を要請して、同４２分にその情報（風向 

３５０度、風速３０～３５ノット、視程２，０００メートル、ＲＶＲ１，６００メートル、雲量 

５／８、雲高３００フィート、雲量７／８、雲高５００フィート、気温１８度Ｃ、ＱＮＨ２８． 

８９）を得、同４３分に、成田の気象情報を要請して、同４５分にその情報（風向９０～ 

１５０度、風速２０ノット、最大３２ノット、最小０９ノット）を得て、同４６分に同機は 

ＡＣＣに対し羽田への着陸を要請し、ＡＣＣよりこの承認を得た。

２３時４７分に羽田（風向３５０度、風速３０～３５ノット）及び成田（風向９０～１５０ 

度、風速平均２０ノット最大３２ノット最小０９クット）の気象情報を得て、機長は羽田の 

気象は不良であり、成田の気象が良と判断し、成田への着陸を要請し、同４８分に着陸承認 

を得、成田へのレーダベクタ、方位９０度の維持の指示を得、同４９分に成田滑走路１６の 

指示を得た。２３時５９分に同機は高度１９，０００フィートより降下を開始した。

２３日０時０分、同機に係る管制業務はＡＰＣに移管され、同機はＡＰＣより成田の気象 

情報（風向１３０度風速１７ノット最大２９ノット、最小１１ノット）を得た。０時０分、 

同機はＯＮＪＵＫＵを通過した。同１３分、成田の気象情報（風向２６０度風速８ノット） 

を得た。

０時１５分に同機はＡＰＣより同機の現在位置はアウターマーカ（滑走路１６側）から５

海里外側であるとの通報及び滑走路１６へのＩＬＳ進入の許可を得た。同機がＩＬＳをイン

タセプトする直前の同１６分に、ＡＰＣより「風向３００度、風速２０ノット、ガスト２５ 

ノット、追風のため要注意」の情報を得て、機長は、滑走路１６からの着陸は不可能と判断 

し、「滑走路３４のＩＬＳは運用しているか。」と問い合わせた。「運用してない。今は滑走

路１６側のＩＬＳを運用している。」の情報を得て、「滑走路３４は使用可能か。」と問い合 

わせを行い、「要請があれば受け入れ可能である。」との情報を得た。「滑走路３４のＩＬＳ 

は運用しているか。」と確認のための問い合わせを行い「滑走路３４のＩＬＳは今は運用して 

いない。今は滑走路１６のＩＬＳを運用している。滑走路３４からの着陸の要請があれば許 

可可能である。」との情報を得た。

０時１７分、同機はＡＰＣに対し「滑走路３４にＰＡＲ（精密進入レーダ）があるか。」

と問い合わせて、「ＰＡＲは設置されていない」との情報を得た。同機は風向、風速を要請

*その他の情報「ノータムＮｒ．１１８‐１２４（１９８１‐４‐６）大阪国際空港における運用制限について」を参照。



し「現在風向３００度、風速１２ノット」の情報（機長は風向０７０度、風速１２ノットと 

聞いたと口述している。）を得て「滑走路１６に着陸する」と通報した。同機に係わる管制業 

務は成田タワーに移管され、成田タワーより「風向２７０～３１０度、風速１５ノット」の 

情報（機長は通報はなかったと口述している。）及び滑走路１６への着陸許可を受けた。同機 

は進入端を対地高度約５００フィートで通過した後、接地までを約１，５００フィート／分で 

降下し、０時１８分３８秒ごろ進入端より約１，７００メートル内側の地点に速度１４５ノッ 

トで接地し、１度バウンドした。なお、着陸に際してのフラップ下げ角度は５０度であった。

機長は、第１エンジン及び第４エンジンをリバースにしフルプレーキをかけて滑走を行っ 

たが、減速度が小さく、ハイドロプレーニング現象が発生したと判断し、また赤色の滑走路 

末端灯に接近してきたので、高速度で滑走路をオーバランすることを危惧して、第２エンジ 

ンもリバースにした。

同機のタイヤ痕跡と認められるものが進入端より約３，２４０メートルの地点から始まり、 

同進入端より約３，７７０メートルの誘導路Ａ‐８（付図１参照）上に同機がかく座停止する 

まで続いていた。このタイヤ痕跡から、進入端より約３，２４０メートルの地点で前車輪の中 

心は滑走路中心線より約１６メートル左（風下側）にあり、進入端より約３，４００メートル 

までは同機はほぼ滑走路中心線に平行に滑走した後、更に徐々に左に曲り始め、進入端より 

約３，６４０メートルの地点で左主車輪が滑走路路肩（路肩端は滑走路中心線より３９．５メー 

トルである。）より外れ、更に進入端より約３，６８０メートルの地点で前車輪が路肩より外れ 

ハンドホールに激突して折損し、右主車輪は路肩を踏み外さないまま、同機は誘導路Ａ‐８ 

上に乗りあけ、０時１９分２７秒ごろかく座して停止した。

２．２　人の死亡、行方不明及び負傷

死傷者はなかった。

２．３　航空機（部品を含む。）の損壊に関する情報

２．３．１　損壊の程度

中破

２．３．２　航空機各部の損壊の状況

左主翼　内側後縁フラップの内側端部が約１メートル×０．４メートル欠損

胴体　前部胴体の下部外板及び構造材がスティション３１２からスティション６００

Ｊまで破損



スティション６００Ｇの胴体上部外板にしわ

前脚　ショックストラット上部が破断して約８．５メートル後方のスティション６００

Ｇ付近の胴体下面外板部にショックストラットがくいこんでいた。

エンジン　第２エンジンのカウリング下面外板に擦過痕

２．４　航空機以外の物件の損壊に関する情報

滑走路灯３個、進入灯１個、誘導路灯２個、誘導路案内灯１個、滑走路灯用ハンドホール 

蓋１個、誘導路灯用ハンドホール蓋２個及び滑走路中心線灯用ハンドホール蓋が破損した。

２．５　乗組員その他の関係者に関する情報

機長　男性　３４才

定期運送用操縦士技能証明書　ＰＬ‐４７６

１９７９年９月３日取得（限定Ｂ‐７０７）

航空身体検査証明　１９８２年１月９日まで有効

総飛行時間　５，０００時間

Ｂ－７０７飛行時間　２７０時間

最近３０日間の飛行時間　１６時間２０分

副操縦士　男性　２７才

事業用操縦士技能証明　ＰＰ‐４２９

１９７８年２月１日取得（限定Ｂ－７０７）

航空身体検査証明　１９８２年４月１８日まで有効

総飛行時間　２，４６１時間１５分

Ｂ‐７０７飛行時間　２，２６２時間１５分

最近３０日間の飛行時間　３９時間２０分

航空機関士　男性　３６才

航空機関士技能証明書　ＭＮ‐１４８

１９７１年６月２９日取得

限定事項　ＤＣ‐８　１９７１年６月２９日

Ｂ‐７０７　１９７４年５月２０日

航空身体検査証明　１９８１年１２月１０日まで有効

総飛行時間　７，５７９時間



Ｂ‐７０７飛行時間　５，５０７時間

最近３０日間の飛行時間　４７時間４５分

２．６　航空機に関する情報

２．６．１　航空機

型式　ボーイング式７０７‐３３１Ｃ型

製造番号及び製造年月日　１９２１３　１９６７年８月２９日製造

耐空証明　２４６　１９８２年９月２８日まで有効

総飛行時間　３７，８７３時間

メジャチェック後の飛行時間　８，３４６時間

前回定期点検（＃４Ｐチェック）後の飛行時間　７６６時間

２．６．２　エンジン

形式　プラットアンドホイットニー式ＪＴ３Ｄ‐３Ｂ型

第１エンジン　第２エンジン　第３エンジン　第４エンジン

製造番号　６６７８８６　６６７９９４　６６７９７８　６４５４３５

製造年月日　１９６７年７月３日　１９６７年８月３０日　１９６７年９月５日　１９６６年３月１５日

総使用時間　４０，２０９時間　３６，６８９時間　４０，６２７時間　４２，３６０時間

前回オーバホール後の

使用時間　５，５２５時間　３，４２６時間　４，６１９時間　２，７４８時間

２．６．３　燃料及び潤滑油等

使用燃料はジェットＡ‐１、潤滑油はエッソ２３８０でいずれも規格品であった。

２．６．４　重量及び重心位置

事故当時の同機の重量は、２５０，９８６ポンド（注１）、重心位置は２６．８％ＭＡＣ

と推算され、許容範囲（最大着陸重量（オーバウェイト（注２）） ３０３，０００ポンド、

重心範囲１８％～３５％ＭＡＣ）内にあったものと推定される。

（注１）　重量計算時の燃料量として、事故後の残燃料量を用いた。

（注２）　同機の構造上の最大着陸重量は２４７，０００ポンドであるが、トランスメディタレニアン社の

ボーイング式７０７‐３００シリーズ型の「飛行計画及び性能」のマニュアルにはオーバウエ 

イト着陸の規定がある。オーバウエイト着陸とは構造上の最大着陸重量より大きな重量での着 

陸をいい、機材異常による引き返し又はエンルートでの不時着の場合に限りオーバウエイト着 

陸が認められている。



２．７　気象に関する情報

事故当時は台風２４号の中心が同機の飛行区域を通過中であった（付図２参照）。事故当 

時の気象情報は次のとおりである。

ＡＰＣ及び成田タワーから同機への気象情報

時刻　２３日０時０分５０秒　１３分３４秒　１３分５３秒　１６分２７秒　１７分２０秒　１７分５０秒

風向（度）　１３０　２６０　２６０　３００　３００　２７０～３１０

風速（ノット）　１７最大２９最小１１　８　８　２０ガスト２５　１２　１５

新東京航空地方気象台自動記録計による記録値

時刻　２３日０時００分　０時１０分　０時１８分　０時１９分　０時２０分

観測地点　R/W16側　R/W34側　R/W16側　R/W34側　R/W16側　R/W34側　R/W16側　R/W34側　R/W16側　R/W34側

風向（度）110～140　110～180　170～260　100～180　240～310　240～300　280～350　240～300　270～350　240～350

風速 
（ノット） 15～24　5～24　2～11　6～19　9～25　4～14　12～22　4～14　12～28　4～16

降雨強度
（ミリメー
トル／時）　

２６　８　５　５　２６

事故後０時２４分の新東京航空地方気象台の特別観測値は次のとおりである。

風向２１０～３５０度、風速平均１１ノット、最大３４ノット、最小０２ノット、視程 

２，２００メートル、ＲＶＲ９００／１６　ＲＶＲ１，８００　ＲＶＲ１，８００　強いしゅう雨 

ともや、雲量７／８、雲高４００フィート、雲底がほつれている、気温２１度Ｃ、露点温度 

１９度Ｃ、ＱＮＨ２８．７４インチ／水銀柱。

出発前に乗組員が得た台風に関する気象情報は次のとおりである。

「飛行場気象情報原簿、通知簿、１９８１年１０月２２日０７４５Ｚ発行」

台風２４号９６５ミリバール、観測時２２日０６００Ｚ、中心北緯３０．７度、東経１３６． 

２度、ポジションプア、風速最大６５ノット、北東に２６ノットで移動２２日１８００Ｚに 

おける位置予報北緯３４．０度、東経１４２．０度～北緯３６．０度、東経１３９．５度の間、２３ 

日０６００Ｚにおける位置予報北緯４１．５度、東経１４７．５度～北緯４３．５度、東経１４１． 

５度の間。この台風は大型で並ですが今夜半過ぎ房総半島に接近して通過する見込み。雨量 

は当空港でも８０ミリメートル前後の予定。今後の風の予想としては、今夜半から早朝にか 

けて東北東の風２５ノット、ガスト４５ノットその後北西に変り２０ノット、ガスト３８ノ 

ットの風が吹き続ける見込。



２．８　航空保安施設に関する情報

滑走路１６／３４の両側にそれぞれＩＬＳが設置されていて、インタロック装置による切 

換によりいずれか一方の電波の発射が行われる。事故前後の日例点検記録（３回／日）及び 

１０月２３日に実施された滑走路１６側のローカライザ及びグライドバスの週例点検及び月 

例点検の記録によれば、異常は認められていない。

また、滑走路１６側には３バーシステムの、滑走路３４側には２バーシステムの進入角指 

示灯が設置されていて、事故当時も正常に運用されていた。事故前後の点検記録によれば進 

入角指示灯の仰角はすべて正常であった。

２．９　通信に関する情報

ＯＤ‐ＡＧＴは成田タワー、ＡＰＣ及びＡＣＣと交信しているが、その交信状況は、航空 

交通管制交信テープによれば通常どおり行われていた。

２．１０　飛行場及び地上施設に関する情報

成田のＡ滑走路に関する情報は次のとおりである。

滑走路　１６／３４　４，０００メートル　×　６０メートル*

アスファルトコンクリート舗装

滑走路磁方位　１５６度／３３６度

過走帯　滑走路両端にそれぞれ６０メートル×６０メートル（１６側はアスファルトコ 

ンクリート舗装、３４側はセメントコンクリート舗装である。）

勾配　滑走路１６末端から０～１，０００メートルは０％、１，０００～３，０００メート 

は０．１５％の上り勾配、３，０００～４，０００メートルは０％である。

標高　４１．０メートル

なお、滑走路にはグルービングは施されていない。

*滑走路３４の末端は７５０メートル内側に設置されており滑走路３４からの着陸の場合、使用滑走路長は

３，２５０メートルとなる。離陸の場合、使用滑走路長は４，０００メートルである。

２．１１　飛行記録装置及び操縦室用音声記録装置に関する情報

同機には、ロッキードエアサービス製Ｍ１０９Ｃ型飛行記録装置（以下「ＦＤＲ」という。） 

製造番号１００２及びフェアチャイルド社製Ａ‐100型操縦室用音声記録装置（以下「Ｃ 

ＶＲ」という。）製造番号１８６０が装備されていた。



ＦＤＲは、胴体後部ステーション１４６０と１４８０間の第４８点検扉部に、またＣＶＲ

は胴体後部ステーション１４４０の架台に設置されていた。ＦＤＲのアルミ箔には６つのパ 

ラメータ（気圧高度、指示対気速度、垂直加速度、機首方位、通信時刻及び経過時間）が明 

瞭に記録されていた。

ＣＶＲについては、録音が不明瞭で、聞き取れない箇所が多かった。しかし接地後のエン 

ジン音量の時間的変化をレベルコーダを使用して表示し、エンジンのフルリバースになった 

時期の推定に利用できた。

２．１２　その他必要な事項

２．１２．１　ノータム　Ｎｒ．１１８大阪国際空港における運用制限について（１９８１年４

月６日発行）の抜粋

大阪国際空港は誘導路新設工事のため次のとおり運用制限が実施される。

１．　昭和５６年１０月３１日０６３０ＪＳＴまでの毎日２１３０ＪＳＴから０６３０

ＪＳＴまでの時間帯（ただし、日曜日及び祝日の２１３０ＪＳＴから０６３０ＪＳ

Ｔまでの間は除く）、滑走路１４Ｒ／３２Ｌ及び誘導路Ｂ‐１並びにＢ‐２が閉鎖 

される。

２．１２．２　事故時の条件における同機の滑走距離は、ボーイング社の推算によれば次のと 

おりである。

航空機重量　２５２，０００ポンド

気圧高度　１，０３５フィート

気温　２１度Ｃ

滑走路の状態　湿潤。冠水はなし。

接地速度　１４５　ＫＩＡＳ＝１５１．２　ＫＴＡＳ

ディテント・リバース

4.24秒

3.0秒

30.0秒　 4.2秒

バウンド 
後の接地

ブレー 
キ開始

スピードブレーキスラ 
ストリバース第１及び 
第４エンジン操作開始

スラストリバーサ 
第１及び第４エ 
ンジン展開完了

スラストリバ 
ース第２エン 
ジン操作開始

第２エンジン 
スラストリバ 
一サ展開完了

（注）ブレーキ操作については、ブレーキ開始から停止まで連続最大ブレーキを仮定した。

停止

8.0秒



上記の条件のもとに下記の風向風速においては、バウンド後の接地から停止まで滑走 

距離は下記のとおりである。

風向風速　追風成分（ノット）　
バウンド後の接地から停止までの滑 
走距離

２６０度１１ノット　１．９　５，５００フィート（１，６８０メートル）

２６０度２５ノット　４．３　５，６５０フィート（１，７２０メートル）

３１０度１１ノット　９．５　６，０００フイート（１，８３０メートル）

３１０度２５ノット　２１．７　６，９００フィート（２，１００メートル）

３　事実を認定した理由

３．１　解析

３．１．１　機長は、副操縦士及び航空機関士は適法な資格を有し、所定の航空身体検査に合 

格していた。

３．１．２　同機は有効な耐空証明を有し、かつ所定の整備が行われていた。また、同機は、 

調査結果及び乗組員の口述から、事故発生時まで第３エンジンの不具合を除いて正常な 

状態にあったものと認められる。

３．１．３　第３エンジンの故障に関して、同機の搭載用日誌によると、上昇中第３エンジン 

が他のエンジンに比べて潤滑油温度計の指示が高く、潤滑油圧力計の指示が低くなった。 

第３エンジンのフュエルヒートバルブを点検したところ異常なかった。数分後、第３工 

ンジンのローオイルプレッシャ警報灯が点灯し、潤滑油圧力が更に下り潤滑油量計がフ 

ルスケールを示した。エンジンの推力を減じてもローオイルプレッシャ警報灯は点灯し 

たままで、潤滑油圧力は３５psiまで低下した。一方、潤滑油温度は上昇し続けた。エン 

ジン停止の操作を行ったとの記録がある。

事故後、第３エンジンのメインオイルフィルタ及びギャポックススクリーンを点検し 

たところ金屑はなかった。同エンジンの潤滑油の比重を点検したところ１２．５度Ｃにお 

いて０．９８０であり正常であった。同エンジンの潤滑油量を点検したところ約２．５クォ 

ートであった。

同エンジンを分解して調査したところ、第６ベアリングのインナトラックと第６カー 

ボンシールスペーサがスピニングしていて、低圧タービンリアハブの摩耗によりかなり 

の量の金屑が発生していた。他に、潤滑油系統の不具合は認められなかった。



カーボンシールスペーサがスピニングして摩耗し、潤滑油が漏れ、同油量が減少し、 

同圧力が低下し、同温度が上昇したものと推定される。なお、搭載用日誌に記録されて 

いる潤滑油量計がフルスケールを示したとあるのは、昭和５６年１０月１８日、同１９ 

日、及び同２０日の搭載用日誌に同油量計の指示不具合の記録があったことから、同指 

示系統の不具合のための誤指示であったものと推定される。

３．１．４　２３時３２分４４秒に機長は大阪へのダイバートを要請し、ＡＣＣよりその承認

を得て大阪への飛行コースをとっていたが、２３時４３分４８秒に機長が東方方向（成 

田及び羽田方向）へ目的地を変更したことは、大阪の滑走路工事についてのノータムが 

発行されており当該時間帯大阪の滑走路１４Ｒ／３２Ｌが閉鎖されていることをＡＣＣ 

から知らされたこと及びＡＣＣを介してのトランスメディタレニアン社成田事務所の意 

向を知らされたことによるものと推定される。

３．１．５　００時１６分２７秒に、同機が追風注意を受けてから機長が滑走路３４について

管制官に問い合わせているが、この間の通信の結果、機長が滑走路３４のＩＬＳは使用 

できないと誤解し、追風にもかかわらず滑走路１６を選択したものと推定される。

なお、機長が要請すれば滑走路３４のＩＬＳ電波発射はインターロック装置の切換え 

により可能であったので、機長の誤解は管制官及び機長の双方が相互に相手の意図の理 

解が十分でなかったことによるものと認められる。

３．１．６　同機の進入中（０時１６分２７秒）、使用滑走路決定時（０時１７分１８秒）及 

び着陸承認時（０時１７分５０秒）の風向風速による横風及び追風成分は滑走路１６へ 

の着陸の場合次のとおりである。

横風成分（ノット）　追風成分（ノット）

進入時

風向３００度風速２０ノット　約１１　約１６

ガスト２５ノット　約１５　約２０

使用滑走路決定時

風向３００度風速１２ノット　約７　約１０

着陸承認時

風向２７０～３１０度風速１５ノット　約７～１４　約６～１３

一方、トランスメディタレニアン社のＢ‐７０７型機運用規程に規定されている最大

横風成分は３０ノット最大追風成分は１０ノットとなっている。

滑走路決定時の風向３００度風速１２ノットの管制情 報の風向を、機長は０７０度と



聞いたと口述しているが、ＣＶＲによれば風向３００度と録音されている。

また、着陸承認時の風向２７０～３１０度風速１５ノットの管制情報について、機長 

はこの情報はなかったと口述しているがＣＶＲによれば、この情報が録音されている。

３．１．７　同機が成田に進入、着陸時は台風２４号の中心が成田の南１６０キロメートル付

近を通過中であった。成田は台風の影響により強い雨と強風の状態であった。

風向についても０時１０分ごろを境として向風から追風に大きく変動した。（２．７気 

象に関する情報参照）

３．１．８　ＡＣＣの記録から同機がアウタマーカを通過した時刻は０時１７分１０秒ごろと 

推定される。ＦＤＲ記録より同時刻の同機の対地高度は約１，６２０フィートと推定され 

計器進入方式図に規定されているアウタマーカ通過高度よりも約２９０フィート高い

（付図３参照）。

同機はこれより約２０秒間を高度を下げることなく滑走路１６に進入し、１７分３０ 

秒ごろから１８分３０秒ごろまでの約１分間で約１，４００フィートの降下を行い、１８ 

分３８秒ごろに最初の接地を行っている。アウタマーカから進入端までの同機の対地速 

度は約２００ノット、また真対気速度は約１６０ノットと推算されるので、約４０ノッ 

トの追風があったことになる。２００ノットの対地速度の場合、角度３度のグライドバ 

スに乗るためには約１，０６０フィート／分の降下率が必要となる。

同機は、ＩＬＳのグライドパスより２００～６００フィート高く進入を続け進入端を 

約５００フィートの対地高度で通過したものと推定される。結局ローカライザには乗っ 

ていたがグライドパスには乗らないまま進入を続けたものと認められる。機長は、対地 

高度６００フィートで滑走路を視認しグライドスロープより１ドット上であったのでキ 

ャプチャするための降下率を１，５００フィート／分に増大したと口述しているが、対地 

高度６００フィートにおいては１ドットよりかなり大きい計器指示があったものと推定 

される。

機長は、強い追風の条件下で高度処理が適切でなくＩＬＳのクランドパスに乗らない 

まま進入を続けたが、滑走路を視認した時点において復行を行うのが妥当であったと考 

えられる。

３．１．９　接地点について、機長は進入端より２，０００フィート以内に最初の接地を行いバ 

ウンドしたと口述している。一方、同機の着陸に際して待機していた消防員及び管制塔 

で勤務中の管制官から同機の接地点に関する口述が得られたが、同機は進入端より約 

１，７００メートル内側にある誘導路Ａ‐４入口付近に接地したとの口述が最も多かった。



同機のＦＤＲ記録、当時の風向、風速及び同機が滑走路を逸脱した地点から推算すれ 

ば、接地点は進入端より約１，５８０メートルから、１，８４０メートルの間となる。これ 

らのことから、同機の接地点は進入端より約１，７００メートルの地点と推定した。

接地点、ＦＤＲ記録及び当時の風向風速から進入端通過時の同機の対地高度は約５００ 

フィートと推算される。なお、管制官の口述によれぱ進入端より約７００メートルの地 

点上空対地高度約３００フィートで同機を始めて視認したとのことである。

同機は、進入端を通過後約２０秒で最初の接地をしている。ＦＤＲ記録によると同機 

は接地前あまりクラブをとっていない。機長によれば、接地時横風は感じなかったとの 

ことであり、接地時の横風はあまり強くなかったものと推定される。ＦＤＲ記録による 

と進入端通過高度約５００フィートで接地時までの降下率は約１，５００フィート／分で 

対気速度は１４３ノットから降下にしたが１５５ノットまで増加し接地時の速度は 

１４５ノットであり、同機のＶｒｅｆ１３６ノットをかなり上まわる速度であった。同機 

は進入端から約１，７００メートル内側の地点に最初の接地を行い１度バウンドして進入 

端から約1,900メートルの地点に着陸接地した。

３．１．１０　滑走路接地直後の着陸復行は、その時の対気速度が１４５ノットで復行可能な 

速度条件にあったものの、当時同機の重量は構造上の最大着陸重量を超過する状態であ 

り、１エンジン停止の３エンジン状態であり、しかも背風条件下であるのでバウンド直 

後の復行は技術的には絶対に不可能とはいえないが、極めて高度の操縦技術が必要で、 

一般には危険を伴うので、当時の条件の下ではこれを行うことを要求することはできな  

いと考えられる。

３．１．１１　ＣＶＲのエンジンリバース音から、第１エンジン及び第４エンジンがフルリバ 

ース推力となったのはバウンド後の着陸接地から約６秒後で、第２エンジンがフルリバ 

ース推力となったのは約１３秒後と推定される。また、第２エンジンのフルリバース推力 

となった時点において同機の対気速度は、１０５ノットで進入端より約２，８４０メート 

ルの地点に同機があったと推定される。この地点から、同機が約４００メートルを約９ 

秒間で滑走した後の地点から同機のタイヤ痕跡が残りタイヤ痕跡の始まりの地点におけ 

る同機の対気速度は約８０ノットと推算される。この地点で既に前車輪の痕跡は滑走路 

中心線から約１６メートル風下側へ外れている。同機は、約１６０メートルを滑走路中 

心線に平行に滑走した後、徐々に風下側に曲り始め約２４０メートル滑走して左主車輪を、 

更に約４０メートル滑走して前車輪を滑走路から外した。この間も機長は非対称のフル 

リバース推力、フルブレーキ及びフル右ラダーの操作を続けたものと推定される。



ＦＤＲの記録によると、同機が滑走路から逸脱する前に機首方位が約６度風上側に向 

っているが、タイヤ痕跡によればこの間も同機は風下側へ滑り続けていることが分かる。 

フルブレーキの状態では同機のコーナリングフォースは小さく、また機首を風上側に向 

けたときリバース推力の分力が同機を風下側に滑らせる作用をすることになる。

機長は、同機の対気速度が１１０ノットの時点でハイドロプレーニング現象が発生し 

たと口述している。ＦＤＲの記録からは必ずしも判然としないが、発生したとしてもそ 

の継続時間は短時間と推定され、同機が滑走路から逸脱することに大きな影響を及ぼし 

たとは考えにくい。同機が滑走路から逸脱したのは滑走路残距離が少なく高速で滑走路 

をオーバランすることを危惧した機長が湿潤で滑りやすい滑走路を横風及び背風の成分 

のある条件下において、同機が滑走路中心線を外れた時も非対称のフルリバース推力及 

びフルブレーキの操作を続けたことによるものと推定される。

３．１．１２　機長は、滑走路を逸脱しても機速を低下させる方が高速で滑走路をオーバラン 

するより良いと判断し、滑走路逸脱防止のための諸操作は行わなかった。滑走路逸脱防 

止の諸操作はいずれも減速度をある程度減少させる傾向があることは事実であるが、極 

めて高度の最適の操作を行えば過走帯末端までに停止できた可能性がないとはいえない。 

しかし、当時の諸事情を考えるとこれを機長に期待することは無理と思われる。

４　原因

４．１　解析の要約

４．１．１　上昇中、高度約３０，０００フィートにおいて第３エンジンの不具合のため機長は 

これを停止した。第６カーボンシールスペーサがスピニングにより摩耗し潤滑油が漏れ 

たものと推定される。

４．１．２　機長は、成田への引返しの途中、気象情報から成田への着陸は不可能と判断し大 

阪へのダイバートを要請したが大阪の滑走路工事についてのノータムが発行されており 

当該時間帯大阪の滑走路１４Ｒ／３２Ｌが閉鎖されていることをＡＣＣから知らされた 

ためまたＡＣＣを介してのトランスメディタレニアン社成田事務所の意向伝達もあり成 

田への引返しを決心したものと推定される。

４．１．３　成田への進入に際して機長と管制官との間の意思の疎通が不十分であり、機長は 

滑走路３４ＩＬＳは使用不可能と誤解し滑走路１６に進入した。



４．１．４　滑走路１６のＩＬＳへの誘導中ＡＰＣの気象情報風向３００度風速１２ノットの 

情報をＣＶＲには正しく録音されているが、機長は、風向０７０度風力１２ノットと聞 

きまちがえ、滑走路１６への進入を続行した。

４．１．５　同機の成田への進入及び着陸に際して、台風２４号の中心が成田の南１６０キロ 

メートル付近を通過中であり、風向風速及び降雨強度の変動が激しかった。

４．１．６　同機はアウターマーカ上空を規定高度より約２９０フィート高く通過し、グライ 

ドパスに乗らないまま進入端を対地高度約５００フィートで通過したものと推定される。

機長は、滑走路を視認した時点で復行を行うのが妥当であったと考えられる。

４．１．７　同機は大きな降下率、大きな接地速度で進入端より約１，７００メートル内側の地 

点に最初の接地を行いバウンドした後、進入端より約１，９００メートル内側の地点に着陸 

接地した。

４．１．８　当時の条件下において接地直後の着陸復行を機長に要求することは無理であった 

と認められる。

４．１．９　機長は、第１および第４エンジンをフルリバースにしたが減速度が小さくハイド 

ロプレーニング現象が発生したと判断し、同機が、高速度でオーバランすることを危惧 

して第２エンジンもフルリバースにした。

湿潤で滑りやすい滑走路を横風及び背風成分のある条件において、機長が非対称のフ 

ルリバースのままフルブレーキの操作を続けたことにより、同機が、滑走路を逸脱し滑 

走路わきに設置されているハンドホールのコンクリート枠に同機の前脚が激突したものと推 

定される。

４．１．１０　滑走路を逸脱しないよう最適の操作を行えばオーバランしないで停止すること 

は不可能ではなかったとも推定されるが、逸脱しないための修正操作が制動力の減少を 

伴うこと及び当時の諸事情を考慮すればオーバランの可能性も高く機長に修正操作を期 

待することは無理であったと思われる。

４．２　推定原因

本事故の推定原因は、機長と管制官うの間の意思疎通の不十分のため、機長は、滑走路３４ 

のＩＬＳは使用不可能と誤解し、強い追風の条件下でグライドバスに乗らないまま滑走路１６ 

に進入し、滑走路を視認した時点で復行することなく進入端を高い高度で通過したまま着陸 

を行ったことによるものと認められる。
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新東京国際空港滑走路16への計器進入方式図 付図３





ＴＬ　３３２便の事故直前のＦＤＲ記録
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